
掲示期間　３．２９～４．７

3 29

17



規制指導課 

（１） 査察に係る企画及び調整に関すること。 

（２） 査察技術の研究及び指導に関すること。 

（３） 所管法令に係る査察及び違反処理に関すること。 

（４） 防火及び防災管理に関すること。 

（５） 建築に係る許可、認可又は確認の同意に関すること。 

（６） 消防用設備等の着工届及び設置届に関すること。 

（７） 消防用設備等の検査に関すること。 

（８） 火気使用設備等に関すること。 

（９） 火の使用制限（喫煙等に関することに限る。）に関すること。 

（１０） 消防用設備等の基準及び避難管理に関すること。 

（１１） 防火対象物に係る証明に関すること。 

（１２） 危険物の規制に関すること。 

（１３） 危険物流出等の事故調査に関すること。 

（１４） 石油コンビナート等災害防止法（昭和５０年法律第８４号）に関すること

（危機管理防災局の所管するものを除く。）。 

（１５） 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いに関すること。 

（１６） 所管法令に係る統計に関すること。 

（１７） 規制指導課の所管に係る防火協力団体の指導育成に関すること。 

（１８） 火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）に関すること。 

（１９） 高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）に関すること。 

（２０） 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和４２年法

律第１４９号）に関すること。 

（２１） 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律（昭和５４年法律第３３

号）に関すること。 



第３条警防課の項中第２９号を第３０号とし、第９号から第２８号までを１号ずつ繰り

下げ、第８号の次に次の１号を加える。 

（９） 各署救助隊への訓練指導に関すること。 

第４条中第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、第６項の次に次の１項を加える。 

７ 課及び係に担当係長を置くことができる。 

第５条中第９項を第１０項とし、第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、第６項の

次に次の１項を加える。 

７ 担当係長は、上司の命を受けて、その担当事務をつかさどり、関係職員を指揮監督す

る。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 


